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大規模災害時に施設駐車場の一部を開放する防災活動協力について 
協定を締結しました 

 
 河川氾濫等による大規模災害発生時において、やむを得ない事情により自家用車を

利用して避難する被災者及び西部清掃事務所の塵芥車等所管車両等に対し、一時的に

「カインズ大宮店」の駐車場の一部を開放する防災活動協力について、株式会社カイ

ンズと次のとおり協定を締結しました。 
 
１ 協定名 
災害時における施設等の提供協力に関する協定 
 

２ 協定締結先 
 株式会社カインズ 
 
３ 協定の内容 
（１）被災避難者について 

① カインズ大宮店の駐車場の一部を一時駐車場所として避難者に提供すること 
② 避難者に対し、水道水、トイレ等を可能な範囲で提供すること 

 
※駐車場の一部を開放する場合は、市ホームページ等でお知らせします。 
 
 

記者発表資料 
令和５年３月１日（水） 
【被災者避難関連】 
問い合わせ先：防災課 
課長：中根 
担当：土井・内木 
電話：８２９―１１２７ 
内線：２３５９ 
【塵芥車等避難関連】 
問い合わせ先：西部清掃事務所 
所長：松澤 
担当：島田 
電話：６２３―３８９９ 
 



 

（２）塵芥車等避難について 
① カインズ大宮店の駐車場の一部を西部清掃事務所の塵芥車等所管車両の一時駐

車場所として提供すること 
② 塵芥車等所管車両の乗員に対し、水道水、トイレ等を可能な範囲で提供するこ

と 
 
４ 協定締結日 
令和５年３月１日（水）※調印式は行いません。 


